
【後発医薬品（ジェネリック）の使用促進について】 

 後発医薬品とは、特許期間が過ぎたことにより、低価格で製造・販売される医薬品のこと

です。当院では積極的に後発医薬品を採用し、患者様の医療費負担軽減の努力を行っており

ます。 

 また、院外処方せんで薬をもらわれる際は、ご希望により後発医薬品に変更が可能な場合

もありますので、主治医もしくは薬剤師にご相談ください。 

 


